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１．本報告の背景・関心
神奈川県民生部，1963，『福祉資金行政実態調査報告』．(以下、『報告
書』)をもとに、下記の関心から当該調査を位置づける

神奈川県民生部から依頼される形で、氏原正治郎・小池和男が分担して執
筆(『報告書』4ページ、労働調査論研究会編 1970: 358)

 1960年代の福祉資金調査を現在分析する意味はどこにあるか？
①住宅研究に対して：「住宅難の時代」から「持家社会」へ、というリニア
な住宅問題(史)観
②社会政策に対して：1962年勧告と社会保障体制
③社会階層論に対して：不動産所有と生活状態の関係への関心
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２．１住宅難の時代
 「総理府統計局調「住宅統計調査結果報告」によると、[昭和]33年における住宅不足数は全国で凡
そ216万戸あり、全世帯数の11.9％に相当する。(この「住宅統計調査」でいう住宅不足とは、非住
宅居住、同居、狭小過密居住――居住室の畳数が9畳未満で、1人当り2.5畳未満のもの――、修理不
能の老朽危険住宅をいっており、これを指して、およそ居住水準として最低と目される水準以下に
あるものといっている)」(神奈川県民生部保護課 1962: 2)

 都市への労働力流入、世帯細分化などにより、神奈川県でも住宅不足はなかなか解決せず(同58)
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２．２住宅政策の中の持家の位置づけ

総力戦体制期に作られた日本型住宅政策(渡辺 1962)
①持家誘導
②給与住宅＋残余的公共住宅による補完
③民間借家への地代家賃統制令

「だが、この[公営住宅と公団住宅その他厚生省や労働省による]政策住宅
だけでは[住宅不足は]まかなわれなかった。その不足は、民間自力建設で
まかなわれたが、その多数は、家賃・地代の統制で借家経営が投資対象
にならなかったので、借家ではなく持家であった。」(『報告書』: 37)

 [資料3]戦後から2016年までの供給数・割合／[資料4]住宅所有形態の変遷
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２．３住宅政策の中の低所得対策

「戦後住宅政策の一つの基本であった公営住宅、給与住宅政策は、所得の
中位または高位の世帯については、有効に作用したが、低所得世帯につい
ては、有効ではなかった。」

「以上のように、一般住宅政策は、それが、持家政策であれ、借家政策で
あれ、低所得世帯には、それほどにも効果を発揮してなかった。ここに、
低所得世帯に対する特別の住宅政策の必要性がある。第1は、低所得世帯
でも負担しうるような低家賃の借家を、供給することである。第2は、低
所得世帯の持家を改善する方策である。」(『報告書』: 39)
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２．４住宅政策の中の住宅資金の位置づけ

実際には、多様な住宅支援が存在した
生活保護(住宅扶助)…低所得×借家世帯の家賃
福祉資金…低所得×持家世帯の補修＋低所得世帯の引っ越し(昭和38年～)
公営住宅…低所得×借家世帯の家賃―居住水準セット化
国民年金・厚生年金積立金の財政投融資／地方債(佐藤 2018: 272)
①中小企業向け福利厚生施設、地方公共団体による住宅建設・転貸
②農山漁村向け住宅改善などに使用(のち住宅金融公庫への移管)
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３．１社会福祉制度としての福祉資金
『報告書』冒頭、1962年勧告を強く意識
「50年勧告において、社会福祉は生活困窮者を対象とする生活保護と連
動して捉えられ、その意味では救貧的社会福祉として位置付けられている
点を指摘するとともに、62年勧告では社会福祉を低所得階層対策の一環
として捉え、防貧的社会福祉への転換が示唆されていることを明らかにす
る。」(三浦1996: 338)

 50年勧告…公的扶助＋社会保険＋社会福祉＋医療・公衆衛生の4類型
 62年勧告…社会福祉＝低所得階層×防貧
生活扶助基準は絶対的貧困(マ・バ方式)から相対的貧困(エンゲル方式)へ
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３．２社会福祉制度の専門化における福祉資金
戦後社会保障体制における生活保護からの出発／専門分化
①最低生活保障＋自立助長の混在
②現金給付とソーシャルワークの混在

福祉資金はむしろ、社会福祉制度の専門化の過程の過渡期の産物？
 [資料1・2]世帯更生資金自体の制度／予算は拡大
母子福祉、障がい者福祉、児童福祉など社会福祉6法体制の下、世帯更生
の各メニューが所得保障により代替されていく

修学や住宅は代替が困難：社会的投資としての社会政策
消費ではなく投資(収入増、階層上昇)のために用いられる
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４．１報告書の社会階層理解
職業＝階層という理解
「本調査の対象は、まさしく「低所得層」である。けれども、現在の研究
段階では、なにが「低所得層」であるか……産業社会を構成する人々を、
ある指標によって、いくつかの同質群にわけ、その各々の特質をさぐって
いくことによって、通常「低所得層」とよばれるものの内実を明らかにし
よう、というのである。そこで用いられる「指標」は……「生活と労働」
で……後者こそが職業なのである。」(『報告書』: 9)

「(三)「貸間業」についても一言しておく必要がある。調査対象世帯主は、
「貸間」などを必ずしも「業」とみなさなかった。「内職」としたり「有
業」と記入しなかったものも少くない。だが、さきにのべた本調査の「有
業」の定義から「貸間業」とした。」(『報告書』: 12)

「まず、有業者、無業者の定義を、前者に最も有利にきめ」(『報告書』: 
9)た上で、「商業・サービス業業主」にカテゴライズ
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４．２本報告の問い

なぜ没落防止・世帯更生を目的とする福祉資金に、住宅資金が
あるのか？

⇔①逆に、非本来的用法としての貸間による世帯資源戦略への
影響は？

②世帯主は個人の職業＝階層による分類でありながら、世帯単
位の「有業」としての貸間業であることのギャップをどのよう
に理解するか？

③「想われた効果」と「想われざる効果」の関係は？
「どこに」階層移動したのかではなく、「どのように」世帯資
源戦略を構築したかという問いの立て方の変更
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５．１住宅資金の本来的利用と結果論的妥当性
「住宅資金の直接の目的は、住宅の増改築・補修によって、居住条件を改
善することである。その居住条件の改善が、直接に、世帯収入に影響をあ
たえ、それを増大させまたは減少させることにはならない。だから、この
観点から住宅資金の効果を測定することは、もとより不可能である。」
(『報告書』: 46)

増・改築・補修箇所(合計329件、うち無回答14件)
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屋根 台所 居室 土台 壁 床 便所 その他
あり 190 103 96 83 60 45 40 60
なし 125 212 219 232 255 270 275 255



参考１．
「母子福祉資金借受世帯の中110世帯(73.4％)、世帯更生資金借受世帯の
中122世帯(89.7％)が、純粋に居住条件改善のための補修を目的としたも
ので、店舗・仕事場・貸間の補修・増改築など、収入増を目的とした営業
条件の改善のためのものは、母子福祉資金借受者の21世帯(14.0％)、世帯
更生資金借受世帯の8世帯(5.9％)にすぎない。このような店舗・仕事場の
補修、貸間の増改築など、収入増を伴う住宅の補修は、事業資金でも借り
入れることができ、この方が貸付条件は変わらないが、貸付金額が多
い。」(『報告書』: 41)

興味深い指摘ではあるが、データの扱い方が報告者に分からないため、こ
の分析は今後の課題とする

⇔『報告書』では使用目的から上記のように書かれているものの、営業用
だからといって貸間利用というわけではないし、非営業用だからといって
貸間に使っていないわけではない。また事業資金を貸間に使っているかど
うかも分からない
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５．２理論としての世帯資源戦略

理論としての世帯労働戦略(Pahl 1984)
世帯はワークの単位であり、様々な労働のコンビネーションか
ら構成される(47p)

住宅や車の整備といった特定の自給自足に偏り、かつ階層性が
大きい(101p)

労働市場労働＋インフォーマル労働、しかし実際には資産とい
う資源

本報告ではさらに、福祉資金制度という資源が存在
Pahlの方法的拡大：個人ではなく、世帯を単位とした資源戦略
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５．３「想われた効果」
「想われた効果」(『報告書』: 15)
①生業資金を借りて事業を行ったか否か
②生業が調査時点現在も継続されているか否か
③生業の事業収入が増えたか否か
④貸付金が事業収入増にどれほどの役割を果たしたか
⑤貸付金による事業収入増加がくらしむきを向上させたか否か
「たんに被保護世帯から「自立更生」してもいつまた「転落」するかもし
れない状態や、あるいは、たんに被保護世帯へ「転落」しないだけで、そ
の可能性を多分にもつ状態などを「効果」あるものとみなすことはできな
い。福祉資金制度の本来の目的は「生業」による事業収入の増加によって、
暮しむきが向上することと、より積極的に規定されねばなるまい。」
(『報告書』: 15)

14



５．４「想われざる効果」
「生業資金を借りながら、事業収入の増加によらず、しかも、この資金
を借りうけたことによって、暮しむきの向上する場合が考えられる。こ
の資金は……低利で償還期間も5年とかなり長い。資金を借りて生活費の
赤字補填をしつつ、子女の成長就職をまってくらしむきを向上させる、
という場合も充分考えられる。とくに、産業社会の高度化にともなう若
年労働力の雇用分野のめざましい拡張と、他方「生業」分野の停滞とい
う従来の把握を前提すれば、かえってありあそうな傾向なのである。こ
うした場合も、この資金制度からみて「想われざる結果」ではあっても、
その「効果」の一つにはかわりない。われわれはこうした「効果」をも
――あるいは、そうした効果をこそ、というべきかもしれない――追究し
なければならぬ。」(『報告書』: 15)
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５．５世帯資源戦略の分析に向けて
 個人＝生業の没落と世帯の安定の回路
 「「生業」資金制度はいうまでもなく、建前上、生業の創設維持策である。創設という
以上、自営業以外の、つまり雇用者から自営業者への転業促進策にほかならない。とこ
ろが、上述した分析は、この転業が必ずしも階層上昇を意味しないことをしめしている。
いや、階層上昇を行うのは、むしろごく例外的な現象なのだ。かりに刻苦精励して生業
を行っても、もっとも熟練を要しない単純労働者世帯の通常の収入レベルと大差ないの
である。それならば一体、創設の意味は奈遍にあるのか。」(『報告書』: 30)

 制度／資産も含めた世帯資源戦略が、どのように階層移動をもたらしたのかの分析へ
(a)「想われた効果」としての生業による事業収入増加
(b)「想われざる効果」としての流用型：福祉資金の生活費への流用
(c)「想われざる効果」としての時間稼ぎ型：子どもの成人による労働力化／稼ぎ主交替
(d)「想われざる効果」としての投資型：貸間供給による収入増加
 (d)の場合、収入あるいは職業による階層性はどの程度存在するか
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参考２．「想われざる効果」としての流用型
 生活費への福祉資金の流入
 住宅資金ではほとんど流用がないが、事業資金では若干流用されている

17

事業資金 住宅資金
全然廻らぬ 74.4 83.6
少し廻ってしまった 16.2 7.9
大分廻った 4.5 0.3
無回答 4.9 8.2
利用者計 2359 329



参考３．「想われざる効果」としての時間稼ぎ型
「資金制度別にみると、「想われた効果」については著しい差はない。僅
かに母子福祉資金借受者が好い成績をしめすにすぎない。だが「想われざ
る効果」となると、明らかに母子福祉資金グループが高率をしめす。それ
は返済状況も世帯更生グループよりかなり高いということからも裏付けら
れる。この差は、母子福祉資金借受世帯が原則として母子世帯であること
を想起すれば、容易に肯けるであろう。「生業」に失敗する割合は世帯更
生資金グループとかわらなくとも、貸付金を生活費に廻していけば、子女
が成長し就職し生計が好転し易い。」(『報告書』: 23)
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参考４．住宅の／への階層性
「以上からみると、住宅資金の借受者は、いずれの資金であっても、第1
に非農林業の業主世帯であり、第2に中小企業労働者世帯、第3に単純労
働者世帯であるといってよい。これらは、第1節で分析したように、所得
が低くかつ持家が多く、そして一般住宅政策の恩恵を十分には浴してい
ない階層である。」(『報告書』: 40)

住宅資金固有の対象層
「このように、資金別に、住宅の広さに差がでてくる一つの理由は、母
子福祉資金の方が、借受のための経済的制限が緩いということである。
だが、それだけではなく、母子福祉資金借受世帯の職業にもよっている。
上述したように、母子福祉資金借受世帯は業主世帯が約半数を占めてい
た。」(同 41)

資金対象者の収入・職業などにより住宅資金の効果にも階層性が存在
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６－１．貸間による世帯収入への影響
 貸間収入がある世帯の方が、貸間収入がない世帯に比して、世帯収入が低い：低所得世帯による
階層的没落防止か？

 世帯収入の回答がある世帯を、収入4分位したところ、微妙に低階層と高階層に多い
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平均値 度数 標準偏差
貸間収入なし 33032.55 3629 18268.359
貸間収入あり 32621.52 600 16455.886
合計 32974.24 4229 18021.045

下位25％ 下中位25％ 上中位25％ 上位25％ 合計
貸間収入なし 85.2% 86.9% 85.4% 85.6% 85.8%
貸間収入あり 14.8% 13.1% 14.6% 14.4% 14.2%
各世帯数 1085 1178 909 1057 4229



６－２．世帯収入への貸間収入の貢献度
 世帯収入に占める貸間収入の割合を、世帯収入4分位ごとに分けた
 低所得層ほど、貸間収入による世帯収入への貢献度が大きい
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平均値 度数 標準偏差
下位25％ 47.3036 162 42.02226
下中位25％ 33.4931 155 23.82661
上中位25％ 27.3344 134 22.07798
上位25％ 23.3335 153 18.39876
合計 33.2574 604 29.91849



参考５．2013年の『住宅土地統計調査』より
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結論
 経済成長前期における住宅難(住宅供給数＜世帯増加数)の下、低所得層を中心的
対象から排除していた住宅政策において住宅資金は低所得世帯の持家改善に奉仕

 社会福祉制度における位置づけとしては、貸付＋民生委員による生活指導という
特徴の下で、住宅資金は修学資金と並んで、社会的投資という性質を読み取れる

 事業資金が本来想定していた「想われた効果」は、実際には複数の「想われざる
効果」も含めて分析する必要がある

 社会階層論における分析単位としての世帯の重要性を提起している
 住宅資金の場合、流用は少なく、本来想定された住環境の改善に資するばかりで
なく、(事業資金も含め、)貸間を提供することによる収入増が示唆されている

 住宅資金の使用からは相対的に離れて、貸間をしている世帯は現在に比して多く、
対象世帯のうち低所得層と比較的高所得層にその割合が多かった

 低所得層において、世帯収入に占める貸間収入の割合が相対的に高かったことか
ら、低所得層の被保護層への転落(階層下降)防止機能を果たしていることが示唆
される
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今後の課題
 佐藤の報告に限定しての課題
①職業による貸間利用の分析／制度利用と貸間利用の分析は、間に合わなかった
 歴史的変遷：テニュアの変遷(貸間・貸家)、住宅難の当該世帯数および変遷、住宅および
貸家目的の所有割合の変遷、持家の獲得形態(新築か否か)の変遷を調べること

②同時代的比較：住宅扶助との比較(福祉資金制度は大半が持家／住宅扶助調査(神奈川県民
生部 1962)は対象を借家のみに限定)、財政投融資による住宅改良資金との比較
 二次分析研究会として重要な課題(？)
①京浜工業地帯調査、あるいは東大社研の調査との関係の考察
 「さて、前述のように、東大宅綜研の調査と前後して京浜工業地帯の綜合調査が開始さ
れ、その中の労働問題グループの手でいくつかの住宅問題調査がおこなわれている。」
(関谷1973: 193)

 東大社研が、労働研究・法学者を中心としつつ、住宅調査の担い手であったということ
②賃労働力化との関係での貸家経営の位置づけ：副業の減退？、退職金との関係
③不動産業(と住宅)の研究：不動産と生活状態との関係の社会科学的分析
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資料1．世帯更生資金について
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

計(件数) 5601 5734 15937 26892 27386 28301 30673 29626 31812 32272 36628 36763 33627 35315 33906 30800 33654 26828 28492 28451 26429 27052 27956 30414 36850
計(金額：千円) 187095 213546 570661 869117 972505 1123645 1589714 1754051 2157335 2597176 3218957 3910641 4309831 5169677 5639496 5788011 7041915 6809360 9256999 9519613 11021469 12046019 13069614 15116251 17746000

5601 5734 10592 14019 15761 17119 14017 11765 12289 11945 12175 11050 9733 9200 8343 7181 6660 6254 6709 5487 5604 5677 5826 6089 6667
187095 213546 423731 534834 655533 796191 821803 794398 963036 1130391 1334532 1474358 1548440 1689266 1779947 1772522 1821483 2195012 2916689 2498992 2914533 3212198 3541055 4073754 4758000

- - - - - - 3446 3489 3620 3301 3400 3511 3524 4290 4598 4138 3854 3997 4276 4511 4269 4429 4566 4467 4648
- - - - - - 234674 265432 323307 335638 413519 513874 637420 891851 1123975 1150596 1170510 1477783 1951083 2209797 2425967 2716089 3056183 3254352 3609000
- - 975 2202 3340 2096 77 64 71 71 131 147 110 162 207 193 187 152 236 357 223 383 878 560 639
- - 24852 54204 90112 58278 950 850 976 966 3066 3576 2725 6775 15694 12843 14006 13626 32342 58474 44629 76848 437745 233232 242000
- - - - - - - - - - - - - - - - 227 322 364 2401 291 399 671 2290 7314
- - - - - - - - - - - - - - - - 9332 13428 20176 161557 19980 24481 34373 384856 1283000
- - - - - - 5436 3635 4868 5193 6376 5106 8218 9487 9419 8981 10401 8044 9490 7989 8072 7593 7002 7700 7104
- - - - - - 287310 224735 359529 427043 562653 1033341 1252990 1663015 1704677 1941373 2725736 2259248 3513087 3608689 4399421 4472921 4230903 4799203 4547
- - - - - - 474 907 1832 2626 4103 5095 4692 4772 4088 4039 4201 4495 4467 5339 5595 6521 7284 7594 8751
- - - - - - 8888 24916 75594 119302 163365 168286 179369 195930 171191 184972 240384 340318 397762 605972 762639 1127678 1397045 1948464 2874000
- - 4370 10671 8285 9086 7223 6101 5650 4845 5693 5044 5056 4624 4459 4201 3671 2316 2085 1733 1437 1284 1093 953 1025
- - 122078 280079 226860 269176 236089 215571 207240 185033 304790 340590 404820 408739 448083 434325 413605 276093 263606 220293 185435 167884 140951 139862 161000
- - - - - - - 3665 3482 4291 4750 3810 2294 2780 2792 2067 4453 1248 865 634 938 766 636 761 702
- - - - - - - 228149 227656 378803 435032 356616 284067 314101 395929 291380 646859 233852 162254 155839 268865 247920 231359 282528 272000

昭和40年度までは昭和41年510ページを参照。
昭和42年度から昭和55年度までは各年度を参照。
昭和56年度は簡略化された表記になっているため、白書以外を参照する必要あり[未完了]

資料2．世帯更生資金・住宅資金について

受付限度 据置期間 償還期限 受付限度 据置期間 償還期限 受付限度 据置期間 償還期限 受付限度 据置期間 償還期限
住宅補修費 30000 半年以内 6年以内
増改築費 100000 半年以内 6年以内
転宅費 12000 半年以内 3年以内 12000 半年以内 3年以内 12000 半年以内 3年以内 12000 半年以内 3年以内

＊住宅補修費・増改築費は改修費に

受付限度 据置期間 償還期限 受付限度 据置期間 償還期限 受付限度 据置期間 償還期限 受付限度 据置期間 償還期限

12000 半年以内 3年以内 18000 半年以内 3年以内 18000 半年以内 3年以内 18000 半年以内 3年以内

昭和47年 昭和48年 昭和49年 昭和50年
受付限度 据置期間 償還期限 受付限度 据置期間 償還期限 受付限度 据置期間 償還期限 受付限度 据置期間 償還期限
300000 半年以内 6年以内 300000 半年以内 6年以内 500000 半年以内 6年以内 700000 半年以内 6年以内

＊住宅資金として一本化

昭和51年 昭和52年 昭和53年 昭和54年
受付限度 据置期間 償還期限 受付限度 据置期間 償還期限 受付限度 据置期間 償還期限 受付限度 据置期間 償還期限
700000 半年以内 6年以内 700000 半年以内 6年以内 700000 半年以内 6年以内 750000 半年以内 6年以内

＊災害により特に必要な場合85万円以内 ＊災害により特に必要な場合90万円以内 ＊災害により特に必要な場合90万円以内

昭和55年 昭和56年
受付限度 据置期間 償還期限 受付限度 据置期間 償還期限
750000 半年以内 6年以内 850000 半年以内 6年以内

＊災害により特に必要な場合90万円以内 ＊災害により特に必要な場合120万円以内

修学資金

療養資金

災害援護資金

更生資金

身体障害者更生資金

生活資金

福祉資金

住宅資金

昭和38年 昭和39年 昭和40年 昭和41年

150000 半年以内 6年以内6年以内100000 半年以内 6年以内 150000 半年以内

昭和43年 昭和44年 昭和45年 昭和46年

200000 半年以内 6年以内 200000 半年以内 6年以内 200000 半年以内 6年以内 300000 半年以内 6年以内



資料 3 政策住宅の供給数・割合 

 

資料 4 住宅形態の推移(単位：%) (『住宅・土地統計調査』各年度より) 

 持家 公営借家 公団・公社 民営借家 給与住宅 

昭和 33 年 71.2 3.5 18.5 6.7 

昭和 38 年 64.3 4.6 24.1 7.0 

昭和 43 年 59.1 5.7 26.4 6.8 

昭和 48 年 58.4 6.9 27.1 6.3 

昭和 53 年 59.9 5.3 2.2 25.9 5.7 

昭和 58 年 62.0 5.4 2.2 24.3 5.2 

昭和 63 年 61.1 5.3 2.2 25.7 4.1 

平成 5 年 59.6 5.0 2.1 26.3 5.0 

平成 10 年 60.0 4.7 2.0 27.3 3.9 

平成 15 年 60.9 4.6 2.0 26.7 3.2 

平成 20 年 60.9 4.2 1.8 26.8 2.8 

1)所有形態は「不詳」を含むので，合計が 100 にならない． 

2)公団・公社については，昭和 48 年以前はデータがない．また，平成 15 年からは「都市再生機構・公社」

として表記している． 

3)昭和 43 年までのデータは，沖縄県を含まない． 
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